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議案第１６号  令和６年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算････････････････････   5 
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議案第３５号  釧路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例････････････  73 

議案第３６号  釧路市消防手数料条例の一部を改正する条例････････････････････････  75 

議案第３７号  釧路町との定住自立圏形成協定の変更について同意を求める件････････  77 

議案第３８号  損害賠償の額の決定等に関する件･･････････････････････････････････  81 

議案第３９号  農業委員会委員の任命について同意を求める件･･････････････････････  83 

議案第４０号  令和５年度釧路市一般会計補正予算････････････････････････････････  85 
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議案第４２号  令和５年度釧路市動物園事業特別会計補正予算･･････････････････････ 125 

議案第４３号  令和５年度釧路市病院事業会計補正予算････････････････････････････ 131 

議案第４４号  令和５年度釧路市水道事業会計補正予算････････････････････････････ 139 
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令 和 ６ 年 度 釧 路 市 各 会 計 予 算 

 

議 案 番 号       件 名             

議案第 ３ 号 

議案第 ４ 号 

議案第 ５ 号 

議案第 ６ 号 

議案第 ７ 号 

議案第 ８ 号 

議案第 ９ 号 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

議案第１３号 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第１６号 

議案第１７号 

令和６年度釧路市一般会計予算 

令和６年度釧路市国民健康保険特別会計予算 

令和６年度釧路市国民健康保険阿寒診療所事業特別会計予算 

令和６年度釧路市国民健康保険音別診療所事業特別会計予算 

令和６年度釧路市後期高齢者医療特別会計予算 

令和６年度釧路市介護保険特別会計予算 

令和６年度釧路市魚揚場事業特別会計予算 

令和６年度釧路市駐車場事業特別会計予算 

令和６年度釧路市動物園事業特別会計予算 

令和６年度釧路市病院事業会計予算 

令和６年度釧路市水道事業会計予算 

令和６年度釧路市工業用水道事業会計予算 

令和６年度釧路市下水道事業会計予算 

令和６年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算 

令和６年度釧路市港湾整備事業会計予算 

（以上 別冊） 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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議案第１８号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

釧路市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

(5) 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利

用事務をいう。 

(6) 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報を

いう。 

第４条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利

用事務」に、「事務に」を「特定個人番号利用事務に」に、「同表の第４欄

に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「特定個人情報に」を

「利用特定個人情報に」に改め、同項ただし書中「特定個人情報」を「利用

特定個人情報」に改める。 

第５条第１項第２号中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人

番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個

人情報」に、「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に、「同表

の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に改める。 

別表第２の１の項中「法別表第２の２６の項第４欄に掲げる特定個人情報

」を「利用特定個人情報のうち、生活保護法による保護の決定及び実施又は

徴収金の徴収に関する事務を処理するために必要とされるもの」に、「特定

個人情報に」を「利用特定個人情報に」に改め、同表の７の項中「法別表第

２の第２欄に掲げる事務（当該事務を掲げている同表の項の第４欄に生活保

- 7 -



護関係情報を掲げているもの」を「特定個人番号利用事務（当該特定個人番

号利用事務を処理するために必要とされる利用特定個人情報に生活保護関係

情報を含むもの」に改める。 

別表第３の１の項中「法別表第２の２６の項第４欄に掲げる特定個人情報

」を「利用特定個人情報のうち、生活保護法による保護の決定及び実施又は

徴収金の徴収に関する事務を処理するために必要とされるもの」に、「特定

個人情報に」を「利用特定個人情報に」に改める。 

附 則 

 この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正に伴い、所要の規定の整備をいたしたく、本案を提出するもので

ある。 
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議案第１９号 

 

釧路市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員定数条例（平成１７年釧路市条例第４０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

職  員  の  定  数 

１  市長の事務部局（病院及び診療所を除く。）の職員

（市長の事務部局の職員を併任する幼稚園の職員を含

む。） 

９６９人

２  病院及び診療所の職員 ８９０人

３  上下水道部の職員 １３０人

４  議会事務局の職員 １２人

５  選挙管理委員会の職員 ５人

６  監査事務局の職員（公平委員会の職員を併任する者

を含む。） 
６人

７  農業委員会事務局の職員 ４人

８  消防本部及び署の職員 ３２３人

９  教育委員会事務局の職員 １３６人

10  教育委員会所管の学校職員（市長の事務部局の職員

を併任する幼稚園の職員を除く。） 
６６人

計 ２，５４１人

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

                     釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 
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各課業務体制の見直し、業務量の増減等による減員及び増員を行いたく、

本案を提出するものである。 
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議案第２０号 

 

釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

の一部を改正する条例 

 

釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年

釧路市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

附則第１０条中「第３条第１項」を「第３条」に改める。 

附則第１４条第１項及び第２項中「２級の欄に掲げる基準給料月額」を「

に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額」に改め

る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

本市職員の定年年齢の引上げ等に鑑み、暫定再任用職員に係る給料月額の

特例を廃止いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２１号 

 

釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員の給与に関する条例（平成１７年釧路市条例第６５号）の一部

を次のように改正する。 

別表第３第１号アの表４級の項中「係長」を「専門員」に改め、同表５級

の項中「課長補佐」を「係長」に改め、同表６級の項及び７級の項を次のよ

うに改める。 

６級 (1) 部次長の職務 

(2) 課長の職務 

７級 部長の職務 

別表第３第１号イの表４級の項中「係長」を「専門員」に改め、同表５級

の項中「課長補佐」を「係長」に改め、同表６級の項及び７級の項を次のよ

うに改める。 

６級 (1) 本部次長の職務 

(2) 課長の職務 

７級 消防長の職務 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（施行の日の前日において部次長の職務にあった職員等に係る職務の級の

特例） 

２ この条例の施行の日の前日において改正前の別表第３第１号アの表７級

の項に掲げる部次長の職務又は同号イの表７級の項に掲げる本部次長の職

務（その複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務で規則で定める

ものを含む。）にあった職員（同日以後に昇任若しくは降格又は退職をし

た者を除く。）に対する改正後の別表第３の規定の適用については、同表

第１号アの表６級の項に掲げる部次長の職務は同表７級の項に掲げる職務
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と、同号イの表６級の項に掲げる本部次長の職務は同表７級の項に掲げる

職務と、それぞれみなす。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

係制の導入による本市職員の職制の見直し等に伴い、職務の級の分類の基

準となるべき職務の内容について所要の改正をいたしたく、本案を提出する

ものである。 
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議案第２２号 

 

釧路市手数料条例の一部を改正する条例 

 

釧路市手数料条例（平成１７年釧路市条例第８０号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１０項第４４号中「既存建築物を除く」を「建築等（建築基準法第

８６条第１項に規定する建築等をいう。第４６号において同じ。）をするも

のに限る」に改め、同項第４６号中「既存建築物を除く」を「建築等をする

ものに限る」に改め、同項第４７号及び第４８号中「の建築物の」の次に「

新築又は一敷地内認定建築物の増築等に係る」を加え、「一敷地内認定建築

物を除く」を「新築又は増築等をしようとするものに限る」に改め、同項第

４９号中「の建築物の」の次に「新築又は一敷地内許可建築物の増築等に係

る」を加え、「一敷地内許可建築物を除く」を「新築又は増築等をしようと

するものに限る」に改め、同項中第５６号を第５８号とし、第５５号の次に

次の２号を加える。 

(56)既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における接

道規定の適用除外に係る範囲の認定申請手数料 １件につき ７０，０

００円 

(57)既存建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における道

路内建築制限の適用除外に係る範囲の認定申請手数料 １件につき ７

０，０００円 

別表第１４項第１号エ(ｱ)及び同表第１５項中「建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律」に改め、同項第５号ア中「当該申請に係る建築物について省令第１

条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に適合している旨の認定を申請する場合に限る

」を「イ及びウに掲げる場合を除く」に改め、同号エ中「当該申請に係る建

築物について省令第１条第１項第２号イ⑴及びロ⑴に適合している旨の認定
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を申請する場合に限る」を「オ及びカに掲げる場合を除く」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

令和６年２月２２日提出 

               釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明）  

建築基準法施行令の一部改正に伴い、施行令に基づく事務に関する手数料

を定めるとともに、規定の整備をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２３号 

 

釧路市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

釧路市介護保険条例（平成１７年釧路市条例第１３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第６条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年

度まで」に改め、同条第１号中「３３，９００円」を「３０，１９３円」に

改め、同条第２号中「４２，７１４円」を「４５，４５６円」に改め、同条

第３号中「５０，８５０円」を「４５，７８８円」に改め、同条第４号中「

６１，０２０円」を「５９，７２４円」に改め、同条第５号中「６７，８０

０円」を「６６，３６０円」に改め、同条第６号中「８１，３６０円」を「

７９，６３２円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、

第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同条第７号中「８８，１

４０円」を「８６，２６８円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同条第８号

中「１０１，７００円」を「９９，５４０円」に改め、同号イ中「又は第１

０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改

め、同条第９号中「１１８，６５０円」を「１１６，１３０円」に改め、同

号ア中「５００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を

「、次号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ」に改め、同条第１０

号中「１３５，６００円」を「１２６，０８４円」に改め、同号ア中「５０

０万円以上１，０００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」に改

め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１２号イ又は第１３

号イ」を加え、同条第１１号中「１５５，９４０円」を「１６５，９００円

」に改め、同号を同条第１４号とし、同条第１０号の次に次の３号を加える。 

(11)次のいずれかに該当する者 １３９，３５６円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であり、か
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つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は

第１３号イに該当する者を除く。） 

 (12)次のいずれかに該当する者 １５２，６２８円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに

該当する者を除く。） 

 (13)次のいずれかに該当する者 １５９，２６４円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上１，０００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の

区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者

を除く。） 

第９条第３項中「若しくは第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ若しくは第１３号イ」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の釧路市介護保険条例（以下「新条例」という。）の規定は、令

和６年度以後の年度分の保険料から適用し、令和５年度分までの保険料に

ついては、なお従前の例による。 
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（令和６年度から令和８年度までにおける保険料率の特例） 

３ 新条例第６条第１号に該当する第１号被保険者の令和６年度から令和８

年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、１８，９１２円とする。 

４ 新条例第６条第２号に該当する第１号被保険者の令和６年度から令和８

年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、３２，１８４円とする。 

５ 新条例第６条第３号に該当する第１号被保険者の令和６年度から令和８

年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、４５，４５６円とする。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

第９期釧路市介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度から３年間の介

護保険の保険料率を定めるとともに、介護保険法施行令の一部改正に伴い、

保険料の段階の判定に用いる合計所得金額について所要の改正をいたしたく、

本案を提出するものである。 
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議案第２４号 

 

釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の

基準等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部改正） 

第１条 釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例（平成２５年釧路市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第５項第５号中「第６５条」を「第６５条第１項」に改め、同項

中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項ただし書中「当

該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」を「当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所」に、「同一施設」を「同一敷地」に改める。 

第７条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第９条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第２０３条第

１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するフ

ァイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

第２４条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次

に次の２号を加える。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
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利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

第３４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「

重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載しなければならない。 

第４２条第２項中「第５号まで」を「第４号まで及び第６号」に改め、

同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第７号中「

に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第８号とし、同項第

６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７号とし、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６

号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 

(5) 第２４条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第４７条第３項ただし書中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該

指定夜間対応型訪問介護事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、

第１２号を第１１号とし、同条第５項ただし書及び第６項中「当該夜間対

応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」に改める。 

第４８条ただし書中「同一敷地内の」を削る。 

第５１条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号

とし、第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 
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第５８条第２項中「から第３号まで」を「、第２号及び第４号」に改め、

同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中「

に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第５１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の４ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次

に次の２号を加える。 

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

第５９条の１９第２項中「から第３号まで」を「、第２号及び第４号」

に改め、同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項中

第６号を第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「

の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

(3) 第５９条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第５９条の２２中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」

を「同項第５号」に改める。 
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第５９条の２６第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第５９条の３２中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を

第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

第５９条の３９第２項中「第４号」を「第５号」に改め、同項第３号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同項中第７号を第８号とし、

同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第７

号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 第５９条の３２第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第６５条第２項中「指定介護療養型医療施設」を「健康保険法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前

の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

第６６条第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

第７０条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次

の２号を加える。 

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(6) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
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利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

第７１条第１項中「及び次条」を削る。 

第７９条第２項中「から第３号まで」を「、第２号及び第４号」に改め、

同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項中第６号を

第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。 

(3) 第７０条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第８２条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲

げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護療養型医

療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定

する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。 

第８３条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

第９２条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「」及び「」という。）」を削り、同条第６号中「前項」を「前号」に

改め、同条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次

の１号を加える。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３か月に１
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回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従

業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための

研修を定期的に実施すること。 

第１０６条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置） 

第１０６条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模

多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向

上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの

質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催しなければならない。 

第１０７条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第１１１条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設

する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」を削る。 

第１２１条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあるこ

と等により」を削る。 

第１２５条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に

次の５項を加える。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医

療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を

定めるよう努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対
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応を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあっ

た場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療

機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

１７項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療

機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９

項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決

めるよう努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

い。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能

となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。 

第１２７条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第１２８条中「及び第１０４条」を「、第１０４条及び第１０６条の２

」に改める。 

第１３０条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１

項を加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号ア
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の規定の適用については、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」と

する。 

(1) 第１４９条において準用する第１０６条の２に規定する委員会にお

いて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行

い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

ウ 緊急時の体制整備 

エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号に

おいて「介護機器」という。）の定期的な点検 

オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(2) 介護機器を複数種類活用していること。 

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図るため、地域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行ってい

ること。 

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を

図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われ

ていると認められること。 

第１３１条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１４７条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるよう努めなければならない。 

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 
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３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めな

ければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に

速やかに入居させることができるよう努めなければならない。 

第１４８条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第１４９条中「及び第１０２条」を「、第１０２条及び第１０６条の２

」に改め、「、第１０２条」の次に「及び第１０６条の２」を加える。 

第１５１条第８項第３号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は介護

支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。）」を削る。 

第１５２条第１項第７号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０

５号）」を加える。 

第１６５条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当

該医師及び当該協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の

協力を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行

い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。 
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第１６６条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。 

第１６７条第５号及び第６号中「に規定する」を「の規定による」に、

「を記録する」を「の記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」

を「の規定による」に、「記録する」を「の記録を行う」に改める。 

第１７２条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第１項を次

のように改める。 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備える

ため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３

号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めてお

かなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定

めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。 

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療

を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入

れる体制を確保していること。 

第１７２条中第２項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関

との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならな

い。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、
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新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速や

かに入所させることができるよう努めなければならない。 

第１７６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の

規定による」に改める。 

第１７７条中「及び第１０２条」を「、第１０２条及び第１０６条の２

」に改め、「、第１０２条」の次に「及び第１０６条の２」を加える。 

第１８７条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

第１８９条中「まで、第１０２条」の次に「、第１０６条の２」を、「

と、第１０２条」の次に「及び第１０６条の２」を加える。 

第１９１条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第１９２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは当該

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各号に掲げ

る施設等」を削る。 

第１９７条第１号中「療養上の管理の下で」を「当該利用者の居宅にお

いて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活

上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を」に改

め、同条中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ

繰り下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を３か月に１

回以上開催するとともに、その結果について、看護小規模多機能型
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居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正

化のための研修を定期的に実施すること。 

第２０１条第２項第３号及び第６号から第９号までの規定中「に規定す

る」を「の規定による」に改める。 

第２０２条中「及び第１０６条」を「、第１０６条及び第１０６条の２

」に改める。 

第２０３条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に

よる情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

（釧路市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等

の基準等に関する条例の一部改正） 

第２条 釧路市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営等の基準等に関する条例（平成２５年釧路市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。  

第６条第１項ただし書中「同一敷地内にある」を削る。  

第９条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正

する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前

の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第

４４条第６項において同じ。）」を「健康保険法等の一部を改正する法律

（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第

１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。  

第１０条第１項中「同一敷地内にある」を削る。  

第１１条第２項第２号を次のように改める。  

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
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電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第９１条第１

項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法  

第３２条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「

重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。  

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。  

第４０条第２項中「から第３号まで」を「、第２号及び第４号」に改め、

同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項中第６号を

第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同

号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定に

よる」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加え

る。  

(3) 第４２条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録  

第４２条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第

１６号とし、同条中第１３号を第１５号とし、第１０号から第１２号まで

を２号ずつ繰り下げ、第９号の次に次の２号を加える。  

(10)指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。  

(11)前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。  

第４４条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に
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中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「、指定介護

療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。  

第４５条第１項ただし書を次のように改める。  

ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障が

ない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職

務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。  

第５３条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「」及び「」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。  

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を３か月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に

周知徹底を図ること。  

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研

修を定期的に実施すること。  

第６３条の次に次の１条を加える。  

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策を検討するための委員会の設置）  

第６３条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サ

ービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの
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とする。）を定期的に開催しなければならない。  

第６４条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規

定による」に改める。  

第７２条第１項ただし書中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設す

る指定小規模多機能型居宅介護事業所」を削る。  

第７９条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること

等により」を削る。  

第８３条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次

の５項を加える。  

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医

療機関を定めるよう努めなければならない。  

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を、常時確保していること。  

(2) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求

めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。  

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。  

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）

第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第

二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項

に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）

の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。  

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療
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機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。  

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に速やかに入所させることができるよう努めなけれ

ばならない。  

第８５条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規

定による」に改める。  

第８６条中「及び第６１条」を「、第６１条及び第６３条の２」に改め

る。  

第９１条第１項中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。  

（釧路市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例

の一部改正） 

第３条 釧路市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例（平成３０年釧路市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４項中「地域包括支援センター」の次に「（以下「地域包括支

援センター」という。）」を加える。 

第４条第２項中「が３５」を「（当該指定居宅介護支援事業者が指定介

護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の

規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支

援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及

び第１５条第３２号において同じ。）を行う場合にあっては、当該事業所

における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予

防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。
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）が４４」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人

国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央

会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居

宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算

機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理シス

テムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に規

定する員数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１と

する。 

第５条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

第６条第２項を次のように改める。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、居宅サービス計画が第２条に

規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利

用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることがで

きること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 

第６条中第８項を第９項とし、同条第７項中「第４項の」を「第５項の

」に改め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を

同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改

め、同項を同条第７項とし、同条中第５項を第６項とし、同条第４項中「

第６項」を「第８項」に改め、同項第２号を次のように改める。 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３３条第１

項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

第６条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の

１項を加える。 
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３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６か月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問

介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項に

おいて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービ

ス計画の数が占める割合及び前６か月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごと

の回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サー

ビス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理

解を得るよう努めなければならない。 

第１５条中第３１号を第３３号とし、同条第３０号中「基づき、」の次

に「地域包括支援センターの設置者である」を加え、同号を同条第３２号

とし、同条中第２９号を第３１号とし、第１８号から第２８号までを２号

ずつ繰り下げ、同条第１７号中「第３号から第１２号まで」を「第５号か

ら第１４号まで」に、「第１３号」を「第１５号」に改め、同号を同条第

１９号とし、同条中第１６号を第１８号とし、同条第１５号中「第１３号

」を「第１５号」に改め、同号ア中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、

同号中イをウとし、アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行

うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくと

も２か月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用

して、利用者に面接することができるものとする。 

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

a 利用者の心身の状況が安定していること。 
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b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリング

では把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

第１５条中第１５号を第１７号とし、同条第１４号中「主治の医師若し

くは歯科医師」を「主治の医師等」に改め、同号を同条第１６号とし、同

条中第１３号を第１５号とし、第３号から第１２号までを２号ずつ繰り下

げ、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「

重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

第３１条第２項中「から第３号まで」を「、第２号及び第４号」に改め、

同項第１号中「第１５条第１３号」を「第１５条第１５号」に改め、同項

第２号イ中「第１５条第７号」を「第１５条第９号」に改め、同号ウ中「

第１５条第９号」を「第１５条第１１号」に改め、同号エ中「第１５条第

１５号」を「第１５条第１７号」に改め、同項第５号中「に規定する」を

「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定

する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項
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第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第１５条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３３条第１項中「第１５条第２８号」を「第１５条第３０号」に改め、

「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）」を削る。 

（釧路市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関する条

例の一部改正） 

第４条 釧路市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等の基準等に関す

る条例（平成２７年釧路市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援

事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必

要な数の介護支援専門員を置かなければならない。 

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所

（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「

前項に規定する」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者が前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規

定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１号イ⑶に規定する主任介護支援専門員（以

下この項において「主任介護支援専門員」という。）でなければならな

い。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得

ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員

を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 
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４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の

職務に従事する場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護

予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第６条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である

指定介護予防支援事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及

び次章において同じ。）」を加え、同条第４項第２号を次のように改める。 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３５条第１

項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファ

イルに第１項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

第１２条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利

用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居

宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の

支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規

定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

第１３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設

置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「規定」の次

に「（第３２条第３３号の規定を除く。）」を加える。 

第２３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重
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要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「

重要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

第２４条第３項中「第３２条第９号」を「第３２条第１１号」に改める。 

第３０条第２項中「から第３号まで」を「、第２号及び第４号」に改め、

同項第１号中「第３２条第１４号」を「第３２条第１６号」に改め、同項

第２号イ中「第３２条第７号」を「第３２条第９号」に改め、同号ウ中「

第３２条第９号」を「第３２条第１１号」に改め、同号エ中「第３２条第

１６号に規定する」を「第３２条第１８号の規定による」に改め、同号オ

中「第３２条第１７号」を「第３２条第１９号」に改め、同項第５号中「

に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第３２条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３２条中第３０号を第３２号とし、第２０号から第２９号までを２号

ずつ繰り下げ、同条第１９号中「第３号から第１３号まで」を「第５号か

ら第１５号まで」に、「第１４号」を「第１６号」に改め、同号を同条第

２１号とし、同条中第１８号を第２０号とし、同条第１７号中「第１４号

」を「第１６号」に改め、同号ア中「及びサービスの評価期間が終了する

月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問

し」を削り、同号中ウをオとし、同号イ中「月」の次に「（イただし書の

規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」

を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行
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うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービス

の提供を開始する月の翌月から起算して３か月ごとの期間（以下こ

の号において単に「期間」という。）について、少なくとも連続す

る２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者

の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、

利用者に面接することができる。 

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書に

より利用者の同意を得ていること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治

の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

a 利用者の心身の状況が安定していること。 

b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことがで

きること。 

c 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把

握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化

があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

第３２条中第１７号を第１９号とし、第３号から第１６号までを２号ず

つ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

第３２条に次の１号を加える。 

(33)指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１

１５条の３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められ
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た場合には、その求めに応じなければならない。 

第３５条第１項中「第３２条第２８号」を「第３２条第３０号」に改め、

「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条中釧

路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例第３４条の改正規定、第２条中釧路市指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する条例第３２条の改正

規定、第３条中釧路市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等

に関する条例第２４条の改正規定及び第４条中釧路市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営等の基準等に関する条例第２３条の改正規定は、令

和７年４月１日から施行する。 

（身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為の適正化に係る経過措置

） 

第２条 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月

３１日までの間、第１条の規定による改正後の釧路市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（以下「新地域密

着型サービス基準条例」という。）第９２条第７号及び第１９７条第７号

並びに第２条の規定による改正後の釧路市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営等の基準等に関する条例（以下「新地域密

着型介護予防サービス基準条例」という。）第５３条第３項の規定の適用

については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう

努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置） 
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第３条 施行日から令和９年３月３１日までの間、新地域密着型サービス基

準条例第１０６条の２（新地域密着型サービス基準条例第１２８条、第１

４９条、第１７７条、第１８９条及び第２０２条において準用する場合を

含む。）及び新地域密着型介護予防サービス基準条例第６３条の２（新地

域密着型介護予防サービス基準条例第８６条において準用する場合を含む。

）の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、

「するよう努めなければ」とする。 

（協力医療機関との連携に関する経過措置） 

第４条 施行日から令和９年３月３１日までの間、新地域密着型サービス基

準条例第１７２条第１項（新地域密着型サービス基準条例第１８９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「定めてお

かなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部改正に伴い、関係条例について所要の改正及び規定の整備をいたしたく、

本案を提出するものである。 
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議案第２５号 

 

釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年釧路市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を

「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によ

って直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を

行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければ」に改める。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認

定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「

特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項

において同じ。）」と、」を加える。 

第５３条第２項第２号を次のように改める。 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令

和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支
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援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、施設の重要事項についてイ

ンターネットを利用した公衆への閲覧を義務付けるとともに、規定の整備を

いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第２６号 

 

釧路市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

 

釧路市児童発達支援センター条例（平成２５年釧路市条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第４３条第１号」を「第４３条」に、「福祉型児童発達支援セ

ンター」を「児童発達支援センター」に改める。 

第３条第２号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第５項」に

改め、同条第３号中「第６条の２の２第７項」を「第６条の２の２第６項」

に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

児童福祉法の一部改正に伴い、法の引用条項等について規定の整備をいた

したく、本案を提出するものである。 
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議案第２７号 

 

釧路市地区会館条例の一部を改正する条例 

 

釧路市地区会館条例（平成１７年釧路市条例第３２号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１釧路市駒場会館の項を削る。 

 附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

釧路市駒場会館の廃止に伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出する

ものである。 
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議案第２８号 

 

釧路市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 釧路市国民健康保険条例（平成１８年釧路市条例第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１０条の見出しを「（基礎賦課総額）」に改め、同条中「一般被保険者

（法附則第７条第１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」

という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第１

号ア中「（一般被保険者に係るものに限る。）」を削り、同号イ中「北海道

が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、」を削り、同号カ中

「退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一

部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療

養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに北海道が

行う国民健康保険の一般被保険者に係る」及び「及び退職被保険者等に係る

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」を削り、同条第２号ウ中「

（以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の

療養の給付等に要する費用（法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要

する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号エ中「

法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」及び「並びに国民健康保

険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係る

ものに限る。）」を削る。 

第１１条の見出しを「（基礎賦課額）」に改め、同条中「一般被保険者に

係る」を削り、「一般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、「（

一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯

を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

第１２条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第１項中「一般
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被保険者」を「被保険者」に改める。 

第１３条の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険者に

係る」を削り、同項第１号中「一般被保険者に係る」を削り、「１００分の

４５」を「１００分の４２」に改め、同項第２号中「一般被保険者に係る」

を削り、「一般被保険者の」を「被保険者の」に改め、同項第３号ア中「一

般被保険者に係る」を削り、「１００分の２０」を「１００分の２３」に、

「一般被保険者が」を「被保険者が」に改める。 

第１４条から第１７条までを次のように改める。 

第１４条から第１６条の２まで 削除 

（基礎賦課限度額） 

第１７条 第１１条の基礎賦課額は、６５万円を超えることができない。 

第１７条の２の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係

る」を削り、同条第１号中「であって、北海道が行う国民健康保険の一般被

保険者に係るもの」を削り、同条第２号イ中「法附則第９条第１項の規定に

より読み替えられた」を削る。 

第１７条の３の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被

保険者に」を「被保険者に」に改め、「（一般被保険者と退職被保険者等と

が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみ

なして算定した世帯別平等割額）」を削る。 

第１７条の４の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被

保険者」を「被保険者」に改める。 

第１７条の５の見出し及び同条第１項各号列記以外の部分中「一般被保険

者に係る」を削り、同項第１号中「１００分の４５」を「１００分の４２」

に、「一般被保険者」を「被保険者」に改め、同項第２号中「一般被保険者

」を「被保険者」に改め、同項第３号ア中「一般被保険者に係る」を削り、

「１００分の２０」を「１００分の２３」に、「一般被保険者が」を「被保

険者が」に改める。 

第１７条の６から第１７条の１０までを次のように改める。 
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第１７条の６から第１７条の９まで 削除 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１７条の１０ 第１７条の３の後期高齢者支援金等賦課額は、２４万円を

超えることができない。 

第１８条第２号イ中「法附則第９条第１項の規定により読み替えられた」

を削る。 

第２１条第１項第１号中「１００分の４５」を「１００分の４２」に改め、

同項第３号中「１００分の２０」を「１００分の２３」に改める。 

第２５条第１項中「減少し、又は」を「減少し、若しくは」に、「、第１

４条、第１７条の３若しくは第１７条の６」を「若しくは第１７条の３」に、

「又は第１９条」を「若しくは第１９条」に、「に定める額若しくは同条第

３項若しくは第４項の規定により読み替えて準用する同条第１項各号」を「

（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項

において同じ。）に定める額、第２６条の３第１項（同条第４項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める第１３条

の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得

た額若しくは第２６条の３第２項第１号（同条第４項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）若しくは第２６条の４第１項

各号若しくは第２項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準

用する場合を含む。次項において同じ。）」に改め、同条第２項中「、第１

４条、第１７条の３若しくは第１７条の６の額又は第１９条」を「若しくは

第１７条の３の額若しくは第１９条」に、「若しくは同条第３項若しくは第

４項の規定により読み替えて準用する同条第１項各号」を「、第２６条の３

第１項に定める第１３条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞ

れ１０分の５を乗じて得た額若しくは第２６条の３第２項第１号若しくは第

２６条の４第１項各号若しくは第２項各号」に改める。 

第２６条第１項中「又は第１４条」を削り、同項第２号中「２９万円」を

「２９万５，０００円」に改め、同項第３号中「５３万５，０００円」を「
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５４万５，０００円」に改め、同条第３項中「又は第１４条」及び「又は第

１７条の６」を削り、「２２万円」を「２４万円」に改め、同条第４項中「

又は第１４条」を削る。 

第２６条の３第１項及び第２項第１号中「又は第１６条」を削り、同条第

４項中「又は第１６条」及び「又は第１７条の８」を削る。 

第２６条の４第１項及び第２項中「又は第１４条」を削り、同条第３項中

「又は第１４条」及び「又は第１７条の６」を削り、「２２万円」を「２４

万円」に改め、同条第４項中「又は第１４条」を削る。 

附則第１７項の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同項中「附則第

２２条」を「附則第７条」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の釧路市国民健康保険条例の規定は、令和６年度

以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。 

 

  令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明）  

国民健康保険法の一部改正等に伴い、所要の改正及び規定の整備をいたし

たく、本案を提出するものである。  

なお、主な改正点は、次のとおりである。  

１ 北海道国民健康保険運営方針に基づく道内市町村の保険料率の統一に向

け、保険料の賦課割合を変更すること。 

２ 保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を２４万円とする
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こと。 

３ 保険料の軽減措置関係 

(1) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を２９万５，００

０円とすること。 

(2) 被保険者均等割額及び世帯別平等割額の２割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずる金額を５４万５，００

０円とすること。 

４ 退職者医療制度の廃止等に伴う規定の整備をすること。 
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議案第２９号 

 

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

次に掲げる条例の規定中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の

２の８第８項」に改める。 

(1) 釧路市病院事業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第１３

９号）第４条 

(2) 釧路市公設地方卸売市場事業の設置等に関する条例（平成１７年釧路

市条例第２９７号）第５条 

(3) 釧路市港湾整備事業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第

２２１号）第４条 

(4) 釧路市公営企業の設置等に関する条例（平成１７年釧路市条例第２８

０号）第８条 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

地方自治法の一部改正に伴い、関係条例における法の引用条項について規

定の整理をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３０号 

 

釧路市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 

釧路市企業立地促進条例（平成１７年釧路市条例第１４８号）の一部を次

のように改正する。 

別表第２設備投資資金助成の項助成の対象となる事業場の欄中「かつ、そ

の新設又は増設」を「かつ、新設の場合にあっては、その新設」に改め、同

項補助金の額の欄中「１００分の８」の次に「（増設の場合であって、その

増設に伴って新たに雇用される者の数が５人未満であるときは、１００分の

４）」を、「は１億円」の次に「（新設の場合であって、かつ、その新設に

伴って新たに雇用される者の数が１０人以上である場合は、その額が２億円

を超えるときは２億円）」を加え、「あっては１，０００万円」を「あって

はその額が１，０００万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の釧路市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に

指定事業者となる者について適用し、同日前に指定事業者となった者につ

いては、なお従前の例による。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

設備投資資金助成に係る対象要件及び補助金の額について見直したく、本

案を提出するものである。 
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議案第３１号 

 

釧路市新規就農者誘致条例の一部を改正する条例 

 

釧路市新規就農者誘致条例（平成１７年釧路市条例第１７２号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条から第７条までを次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1) 個人経営体 家族経営体（生計を一にしている者のみで農業経営を行

う経営体をいう。以下同じ。）のうち、法人でない経営体をいう。 

(2) 一戸一法人 家族経営体のうち、法人である経営体をいう。 

(3) 農業後継者 親族（３親等以内の親族に限る。以下同じ。）が市内に

おいて経営する個人経営体又は一戸一法人に就農する者をいう。 

(4) 新規就農者 個人経営体の経営をする者、一戸一法人又は農業後継者

であって、第４条に規定する要件に該当するものとして市長の認定を受

けたものをいう。 

（認定の申請） 

第３条 新規就農者の認定を受けようとする者は、認定申請書に営農計画書

その他規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、この条例に基づく新規就農者の認定を受けた

ことがある者並びに当該者を構成員とする個人経営体の経営をする者（農

業後継者を除く。）及び一戸一法人は、することができない。 

（認定の要件） 

第４条 新規就農者の認定を受けることができる者は、市内に住所（一戸一

法人にあっては、本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。）及び営農地

を有し、農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条第
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１項に規定する農業経営改善計画又は同法第１４条の４第１項に規定する

青年等就農計画（以下「農業経営改善計画等」という。）の認定を受けて

いる者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件そ

の他規則で定める要件に該当するものとする。 

(1) 個人経営体を経営する者 成年者であって、農業経営を開始してから

３年以内のもの 

(2) 一戸一法人 農業経営を開始してから３年以内のもの 

(3) 農業後継者 次のいずれにも該当するもの 

ア 成年者であるもの 

イ 市内に住所を有した日から５年を経過する日までの間にある者であ

って、当該市内に住所を有した日前の１０年間において市外に住所を

有していた期間が通算して５年以上であるもの 

ウ 親族が市内において経営する個人経営体又は一戸一法人の経営に携

わる者となってから３年以内のもの 

（認定） 

第５条 市長は、第３条第１項の規定による申請があったときは、その内容

を調査し、及び審査して認定の可否を決定し、その結果を申請者に通知し

なければならない。 

（認定の取消し） 

第６条 市長は、新規就農者が、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の認定を取り消すことができる。 

(1) 市内に住所又は営農地を有しないこととなったとき。 

(2) 農業経営改善計画等の取消しを受けたとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により、新規就農者の認定を受けたとき。 

(4) 市税を滞納したとき。 

(5) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認め

られるとき。 

（奨励金の交付等） 
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第７条 市長は、新規就農者に対し、新規就農奨励金（以下「奨励金」とい

う。）を交付する。 

２ 奨励金は、新規就農者がその認定を受けた日の属する年から当該年の翌

々年までの各年において当該新規就農者からの申請に基づき交付するもの

とし、交付する奨励金の額は、当該各年につき１００万円とする。 

３ 前項の規定による新規就農者の認定の日の属する年の翌年及び翌々年に

おける奨励金の交付は、それぞれ、これらの年の前年における農業収入の

額が、第３条第１項の規定による申請の際に提出された営農計画書に定め

た当該年の農業収入の目標額に１００分の５０を乗じて得た額を超えてい

る場合に限り、これを行うことができる。ただし、天災その他市長が特別

の事情があると認めたときは、この限りでない。 

第１０条を第１２条とし、第９条を第１１条とする。 

第８条第１号中「離農し」を「農業経営を廃止し」に、「転出した」を「

転出し、若しくは移転した」に改め、同条第３号を次のように改める。 

(3) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認め

られるとき。 

第８条を第１０条とし、第７条の次に次の２条を加える。 

（奨励金の交付申請） 

第８条 奨励金の交付を受けようとする新規就農者は、前条第２項に規定す

る各年において、交付申請書に規則で定める書類を添付して、市長が指定

する期日までに申請しなければならない。 

（受給者の義務） 

第９条 奨励金の交付を受けた者は、当該奨励金を営農資金その他営農に必

要な研修等の資金として活用するよう努めなければならない。 

   附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 

 

- 65 -



令和６年２月２２日提出  

釧路市長 蝦 名 大 也  

 

（説明）  

新規就農奨励金の交付対象として認定する新規就農者の範囲を見直すとと

もに、奨励金の額を増額する等の所要の改正をいたしたく、本案を提出する

ものである。  
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議案第３２号 

 

漁港漁場整備法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

次に掲げる条例の規定中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に

関する法律」に、「第４条第２号」を「第４条第１項第２号」に改める。 

(1) 釧路市北海道営水産基盤整備事業分担金徴収条例（平成１７年釧路市

条例第１９１号）第１条 

(2) 釧路市営水産基盤整備事業分担金徴収条例（平成１７年釧路市条例第

１９２号）第１条 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

漁港漁場整備法の一部改正に伴い、関係条例について所要の規定の整理を

いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３３号 

 

建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

 

建築基準法施行条例（平成１７年釧路市条例第２０５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２８条第１項中「主要構造部は、耐火構造」を「部分の主要構造部にあ

っては、特定主要構造部を耐火構造、特定主要構造部以外の主要構造部を１

時間準耐火構造」に改める。 

第５４条第１項中「第１０８条の３第３項」を「第１０８条の４第３項」

に、「主要構造部」を「特定主要構造部」に改め、同条第２項中「第１０８

条の３第４項」を「第１０８条の４第４項」に、「主要構造部」を「特定主

要構造部」に改める。 

第５５条中「第１２８条の６第１項」を「第１２８条の７第１項」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 

 

  令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

 建築基準法の一部改正等に伴い、条例で付加する防火上の主要構造部規制

について同法に準じた合理化の措置を講じるとともに、規定の整備をいたし
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たく、本案を提出するものである。 
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議案第３４号 

 

釧路市営住宅条例及び釧路市地域優良賃貸住宅条例の一部を改

正する条例 

 

（釧路市営住宅条例の一部改正） 

第１条 釧路市営住宅条例（平成１７年釧路市条例第２０２号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第１号中「とする」の次に「親族等（」を、「含む。」の次に「

）又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。」

を加え、同条第６号中「親族」を「親族等」に改める。 

第９条第１項第２号、第１４条第１項、第４４条の４第４号、第４５条

第２項第１号及び第６号並びに第６６条第１項第１号及び第３号中「親族

」を「親族等」に改める。 

（釧路市地域優良賃貸住宅条例の一部改正） 

第２条 釧路市地域優良賃貸住宅条例（令和２年釧路市条例第４２号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第５号中「その者の」の次に「親族等（」を、「含む。」の次に

「）又は事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者をいう。

」を加え、同条第６号から第８号までの規定中「親族」を「親族等」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 
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釧路市パートナーシップ宣誓制度の創設に鑑み、市営住宅等に入居するこ

とができる者の要件を見直したく、本案を提出するものである。 
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議案第３５号 

 

釧路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

釧路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年釧路市条例第２３４号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

別表中「１２，４４０円」を「１２，５００円」に、「１３，３２０円」

を「１３，３５０円」に、「１０，６７０円」を「１０，８００円」に、「

１１，５５０円」を「１１，６５０円」に、「８，９００円」を「９，１０

０円」に、「９，７９０円」を「９，９５０円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条第２項第２号及び別表の規定は、この条例の施行の日以

後に支給すべき理由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべき理由の生

じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金

（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべ

き理由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給す

べき理由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従

前の例による。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、
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補償基礎額について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第３６号 

 

釧路市消防手数料条例の一部を改正する条例 

 

釧路市消防手数料条例（平成１７年釧路市条例第２３９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表３の項のオ中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００円」

に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，５９

０，０００円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」

を「２，３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，

０００円」に、「４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に、

「５，８２０，０００円」を「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，

０００円」を「８，７９０，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行し、改正後の釧路市消防手数料条

例の規定は、同日以後の申請に係る手数料について適用する。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、貯蔵所の設

置許可申請に係る審査の手数料を改定いたしたく、本案を提出するものであ

る。 
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議案第３７号 

 

釧路町との定住自立圏形成協定の変更について同意を求める件 

 

釧路町と締結した定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総行

応第３９号）に規定する定住自立圏形成協定を次のとおり変更することにつ

いて、議会の同意を得たい。 

記 

釧路市釧路町定住自立圏形成協定の一部を変更する協定（案） （別 紙

） 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

釧路町との定住自立圏形成協定を変更することについて、釧路市議会の議

決すべき事件に関する条例の規定により議決を得たく、本案を提出するもの

である。 

 

（ 参 考 ）  

 

釧 路 市 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

本 市 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 を 次 の と お り 定 め る 。  

（ １ 号  略 ）  

( 2 )  定 住 自 立 圏 構 想 推 進 要 綱 （ 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 総 行 応 第 ３ ９ 号 ）

に 規 定 す る 定 住 自 立 圏 形 成 協 定 を 締 結 し 、 若 し く は 変 更 し 、 又 は 同 協 定

の 廃 止 を 求 め る 旨 を 決 定 す る こ と 。  
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（別 紙） 

釧路市釧路町定住自立圏形成協定の一部を変更する協定（案） 

 

 

釧路市（以下「甲」という。）と釧路町（以下「乙」という。）は、平成２２年３

月２４日に締結した釧路市釧路町定住自立圏形成協定の一部を次のとおり変更する協

定を締結する。 

第３条第１号イに次のように加える。 

(ｲ) 病児保育事業に関する連携 

a 取組の内容 

  安心して子育てができる環境を整備するため、病児保育事業の充実を図

る。 

b 甲の役割 

(a) 釧路市において病児保育を実施する者に対し、補助その他必要な支援

を行う。 

(b) 病児保育に関する認知度の向上を図るため、住民に対し、広報その他

必要な情報提供を行う。 

c 乙の役割 

(a) 甲と協議の上、病児保育施設の広域利用に対し、必要な経費を負担す

る。 

(b) 病児保育に関する認知度の向上を図るため、住民に対し、広報その他

必要な情報提供を行う。 
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議案第３８号 

 

損害賠償の額の決定等に関する件 

 

市は、市有車両に係る交通事故に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、

及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

令和５年９月２３日 

釧路市新栄町２１番１４号 

２ 損害賠償の額    ２,２１７,６００円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として２,２１７,６００円を

負担する。 

(2) 和解の相手方は、市に対し、市有車両に係る損害賠償金として５２,

４０４円を負担する。 

(3) 和解の当事者は、本件交通事故に関し、相手方に対し、その他いかな

る請求もしない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

市有車両に係る交通事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解を成立さ

せたく、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  
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地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 議 決 事 件 ）  

第 ９ ６ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 件 を 議 決 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ １ ～ １ １ 号  略 ）  

( 1 2 ) 普 通 地 方 公 共 団 体 が そ の 当 事 者 で あ る 審 査 請 求 そ の 他 の 不 服 申 立 て 、

訴 え の 提 起 （ 中 略 ） 、 和 解 （ 中 略 ） 、 あ つ せ ん 、 調 停 及 び 仲 裁 に 関 す る

こ と 。  

( 1 3 ) 法 律 上 そ の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る こ と 。  

（ 以 下  略 ）  
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議案第３９号 

 

農業委員会委員の任命について同意を求める件 

 

次の者を、釧路市農業委員会委員に任命いたしたいので、議会の同意を得

たい。 

記 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 

氏   名 
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令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（ 参 考 ）  

 

農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 抜 粋  

 

（ 委 員 の 任 命 ）  

第 ８ 条  委 員 は 、 農 業 に 関 す る 識 見 を 有 し 、 農 地 等 の 利 用 の 最 適 化 の 推 進 に

関 す る 事 項 そ の 他 の 農 業 委 員 会 の 所 掌 に 属 す る 事 項 に 関 し そ の 職 務 を 適 切

に 行 う こ と が で き る 者 の う ち か ら 、 市 町 村 長 が 、 議 会 の 同 意 を 得 て 、 任 命

す る 。  

（ ２ ～ ７ 項  略 ）  

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 １ ０ 条  委 員 の 任 期 は 、 ３ 年 と す る 。 （ 以 下  略 ）  
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議案第４０号 

 

令和５年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和５年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,２２２,２８３千円を追

加し、歳入歳出それぞれ１０７,６５７,８５４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の変更及び追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。  

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第４条 地方債の変更及び追加は、「第４表 地方債補正」による。  

 

令和６年２月２２日提出  

釧路市長 蝦 名 大 也 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

15 国 庫 支 出 金 26,510,561 437,637 26,948,198

1 国 庫 負 担 金 17,520,749 216,816 17,737,565

2 国 庫 補 助 金 8,943,040 220,821 9,163,861

16 道 支 出 金 6,172,801 112,500 6,285,301

1 道 負 担 金 4,789,040 108,408 4,897,448

2 道 補 助 金 1,051,989 4,092 1,056,081

18 寄 附 金 3,326,034 26,538 3,352,572

1 寄 附 金 3,326,034 26,538 3,352,572

19 繰 入 金 1,497,481 120,408 1,617,889

2 基 金 繰 入 金 1,468,433 120,408 1,588,841

22 市 債 7,500,759 525,200 8,025,959

1 市 債 7,500,759 525,200 8,025,959

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 106,435,571 1,222,283 107,657,854
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 12,999,208 106,350 13,105,558

1 総 務 管 理 費 12,744,622 106,350 12,850,972

3 民 生 費 33,329,177 434,312 33,763,489

1 社 会 福 祉 費 7,649,081 349,146 7,998,227

3 児 童 福 祉 費 9,847,198 85,166 9,932,364

6 農 林 水 産 業 費 1,343,257 7,583 1,350,840

1 農 業 費 855,897 94 855,991

3 水 産 業 費 110,778 7,489 118,267

7 商 工 費 3,950,718 2,000 3,952,718

1 商 工 費 3,950,718 2,000 3,952,718

8 土 木 費 6,678,114 421,000 7,099,114

2 道 路 橋 梁 費 2,972,932 84,000 3,056,932

6 住 宅 費 2,298,128 337,000 2,635,128

9 港 湾 費 1,305,078 226,800 1,531,878

1 港 湾 費 1,305,078 226,800 1,531,878

11 教 育 費 6,642,063 24,238 6,666,301

1 総 務 費 2,760,220 24,238 2,784,458

款 項

歳 出 合 計 106,435,571 1,222,283 107,657,854
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金 額
千円

補正後 754,752

港 湾 費

住 宅 費

道 路 橋 梁 費

戸 籍 情 報 ・ 住 民 基 本 台 帳
シ ス テ ム 改 修 事 業

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
ワ ク チ ン 接 種 事 業

市 道 整 備 事 業

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金

事　　　　　業　　　　　名

物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援
地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業

総 務 管 理 費

項

総 務 管 理 費

27,4091

1

1

8

6

4

2

9 港 湾 費

6

1

総 務 費

衛 生 費

農林水産業費

土 木 費 2

公 営 住 宅 等 建 設 事 業

款区 分

変
　
更

補正前

84,000

337,000

226,800

20,002

90農 業 費

保 健 衛 生 費

施設園芸生産基盤緊急支援事業

第２表　　繰　越　明　許　費　補　正

2 総 務 費 1
616,250

追　　　加
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道 路 維 持 補 修 費 令和６年度 13,794

市 道 整 備 事 業 費 令和６年度 192,200

火 葬 場 業 務 委 託 費 令和６年度から令和10年度まで 405,269

大 家 畜 特 別 支 援
資 金 利 子 補 給 費

令和６年度から令和30年度まで 648

地 区 会 館 維 持 費 令和６年度 1,154

低 地 帯 浸 水 対 策 事 業 費 令和６年度 7,843

公 園 維 持 管 理 費 令和６年度 6,426

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー
施 設 整 備 費

令和６年度 12,661

第３表　　債　務　負　担　行　為　補　正

区 分 事 項 期 間 限　　度　　額
千円

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 令和６年度 225,000

港 湾 施 設 整 備 費 令和６年度

令和６年度

11,000

市 民 文 化 会 館 施 設 整 備 費 令和６年度 24,123

追　　　加

市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費 43,703

小 学 校 施 設 整 備 費 令和６年度 4,301
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補　　正　　後
千円 千円 千円

8,025,959計 7,500,759 525,200

道 路 橋 梁 災 害 復 旧 費

清 掃 施 設 災 害 復 旧 費 0 910

0 7,340

550 550

910

766,300 226,700 993,000

過 疎 対 策 事 業 債
（ ソ フ ト 分 ）

264,600 63,700 328,300

変　　　更

市 道 整 備 事 業 費 731,300 35,900 767,200

公 営 住 宅 等 建 設 費 976,100 168,400 1,144,500

国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金

第４表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

学 校 教 育 活 動 体 制 整 備 事 業 費 0 21,700 21,700

追　　　加

7,340

公 園 施 設 災 害 復 旧 費 0
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

15

16

18

19

22

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 12,999,208 106,350 13,105,558 15,171 0 100 91,079

3 民 生 費 33,329,177 434,312 33,763,489 325,224 0 200 108,888

4 衛 生 費 6,035,992 0 6,035,992 0 910 0 △ 910

6 農林水産業費 1,343,257 7,583 1,350,840 4,092 0 0 3,491

7 商 工 費 3,950,718 2,000 3,952,718 0 0 2,000 0

8 土 木 費 6,678,114 421,000 7,099,114 216,500 204,850 0 △ 350

9 港 湾 費 1,305,078 226,800 1,531,878 0 226,700 0 100

11 教 育 費 6,642,063 24,238 6,666,301 △ 10,850 85,400 24,238 △ 74,550

12 災 害 復 旧 費 19,125 0 19,125 0 7,340 0 △ 7,340

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

国 庫 支 出 金 26,510,561 437,637 26,948,198

道 支 出 金 6,172,801 112,500 6,285,301

寄 附 金 3,326,034 26,538 3,352,572

繰 入 金 1,497,481 120,408 1,617,889

特 定 財 源

市 債 7,500,759 525,200 8,025,959

120,408

歳 入 合 計 106,435,571 1,222,283 107,657,854

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一 般 財 源

歳 出 合 計 106,435,571 1,222,283 107,657,854 550,137 525,200 26,538
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務
管

理
費

補
1
5
,
1
7
1
戸

籍
情

報
・

住
民

基
本

台
帳

シ
ス

テ
ム

改
修

事
業

費
（

助
金

率
１

０
／

１
０

）
1
5
,
1
7
1

 
5
土

木
費

補
助

金
1
,
0
9
4
,
3
8
7

2
1
6
,
5
0
0

1
,
3
1
0
,
8
8
7

 
2
道

路
橋

梁
費

補
4
8
,
0
0
0
市

道
整

備
事

業
費

（
率

６
／

１
０

）
4
8
,
0
0
0

助
金

 
5
住

宅
費

補
助

金
1
6
8
,
5
0
0
公

営
住

宅
等

建
設

費
（

率
１

／
２

）

1
6
8
,
5
0
0

 
8
教

育
費

補
助

金
1
6
6
,
8
2
1

△
 
1
0
,
8
5
0

1
5
5
,
9
7
1

 
1
総

務
費

補
助

金
△

 
1
0
,
8
5
0
学

校
教

育
活

動
体

制
整

備
事

業
費

（
率

１
／

２
）

△
 
1
0
,
8
5
0

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
6
道

支
出

金
6
,
1
7
2
,
8
0
1

1
1
2
,
5
0
0

6
,
2
8
5
,
3
0
1

 
1
道

負
担

金
4
,
7
8
9
,
0
4
0

1
0
8
,
4
0
8

4
,
8
9
7
,
4
4
8

 
1
民

生
費

負
担

金
4
,
7
4
4
,
4
9
4

1
0
8
,
4
0
8

4
,
8
5
2
,
9
0
2

 
1
社

会
福

祉
費

負
8
7
,
1
2
0
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

（
率

１
／

４
）

担
金

8
7
,
1
2
0

 
2
児

童
福

祉
費

負
2
1
,
2
8
8
障

害
児

通
所

給
付

費
（

率
１

／
４

）
2
1
,
2
8
8

担
金

 
2
道

補
助

金
1
,
0
5
1
,
9
8
9

4
,
0
9
2

1
,
0
5
6
,
0
8
1

 
5
農

林
水

産
業

費
補

助
金

1
8
9
,
4
9
1

4
,
0
9
2

1
9
3
,
5
8
3

 
1
農

業
費

補
助

金
9
2
施

設
園

芸
生

産
基

盤
緊

急
支

援
事

業
費

（
率

１
／

２
）

9
0

大
家

畜
特

別
支

援
資

金
利

子
補

給
費

（
率

２
／

３
）

2

 
3
水

産
業

費
補

助
4
,
0
0
0
漁

業
経

営
改

善
等

事
業

費
（

率
１

／
２

）

金
4
,
0
0
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
8
寄

附
金

3
,
3
2
6
,
0
3
4

2
6
,
5
3
8

3
,
3
5
2
,
5
7
2

 
1
寄

附
金

3
,
3
2
6
,
0
3
4

2
6
,
5
3
8

3
,
3
5
2
,
5
7
2

 
4
教

育
費

寄
附

金
7
,
1
3
0

2
4
,
2
3
8

3
1
,
3
6
8

 
1
総

務
費

寄
附

金
2
4
,
2
3
8
教

育
振

興
基

金
積

立
金

2
4
,
2
3
8

 
5
総

務
費

寄
附

金
1
6
,
1
1
0

1
0
0

1
6
,
2
1
0

 
1
総

務
管

理
費

寄
1
0
0
地

域
振

興
基

金
積

立
金

1
0
0

附
金

 
6
民

生
費

寄
附

金
2
,
3
4
2

2
0
0

2
,
5
4
2

 
1
社

会
福

祉
費

寄
2
0
0
福

祉
基

金
積

立
金

2
0
0

附
金

 
8
商

工
費

寄
附

金
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

 
1
商

工
費

寄
附

金
2
,
0
0
0
中

小
企

業
活

性
化

基
金

積
立

金
2
,
0
0
0

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
9
繰

入
金

1
,
4
9
7
,
4
8
1

1
2
0
,
4
0
8

1
,
6
1
7
,
8
8
9

 
2
基

金
繰

入
金

1
,
4
6
8
,
4
3
3

1
2
0
,
4
0
8

1
,
5
8
8
,
8
4
1

1
5
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

6
8
3
,
3
3
4

1
2
0
,
4
0
8

8
0
3
,
7
4
2

 
1
財

政
調

整
基

金
1
2
0
,
4
0
8
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

1
2
0
,
4
0
8

繰
入

金

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

2
2
市

債
7
,
5
0
0
,
7
5
9

5
2
5
,
2
0
0

8
,
0
2
5
,
9
5
9

 
1
市

債
7
,
5
0
0
,
7
5
9

5
2
5
,
2
0
0

8
,
0
2
5
,
9
5
9

 
6
土

木
債

2
,
4
1
7
,
7
0
0

2
0
4
,
3
0
0

2
,
6
2
2
,
0
0
0

 
1
道

路
橋

梁
債

3
5
,
9
0
0
市

道
整

備
事

業
費

3
5
,
9
0
0

 
4
住

宅
債

1
6
8
,
4
0
0
公

営
住

宅
等

建
設

費
1
6
8
,
4
0
0

 
7
港

湾
債

9
2
4
,
5
0
0

2
2
6
,
7
0
0

1
,
1
5
1
,
2
0
0

 
1
港

湾
債

2
2
6
,
7
0
0
国

直
轄

港
湾

工
事

負
担

金
2
2
6
,
7
0
0

 
9
教

育
債

1
,
4
3
8
,
2
0
0

2
1
,
7
0
0

1
,
4
5
9
,
9
0
0

 
1
総

務
債

2
1
,
7
0
0
学

校
教

育
活

動
体

制
整

備
事

業
費

2
1
,
7
0
0

1
1
過

疎
対

策
事

業
債

（
ソ

フ
2
6
4
,
6
0
0

6
3
,
7
0
0

3
2
8
,
3
0
0

 
1
過

疎
対

策
事

業
6
3
,
7
0
0
過

疎
対

策
事

業
債

（
ソ

フ
ト

分
）

6
3
,
7
0
0

ト
分

）
債

（
ソ

フ
ト

分

）

1
3
災

害
復

旧
債

0
8
,
8
0
0

8
,
8
0
0

 
1
土

木
施

設
災

害
7
,
8
9
0
道

路
橋

梁
災

害
復

旧
費

7
,
3
4
0

復
旧

債
公

園
施

設
災

害
復

旧
費

5
5
0

 
2
衛

生
施

設
災

害
9
1
0
清

掃
施

設
災

害
復

旧
費

9
1
0

復
旧

債

1
0
6
,
4
3
5
,
5
7
1

1
,
2
2
2
,
2
8
3

1
0
7
,
6
5
7
,
8
5
4

説
明

歳
入

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額
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３
．

歳
出

（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
2
総

務
費

1
2
,
9
9
9
,
2
0
8

1
0
6
,
3
5
0

1
3
,
1
0
5
,
5
5
8
特

定
財

源
1
5
,
2
7
1

一
般

財
源

9
1
,
0
7
9

 
1
総

務
管

理
費

1
2
,
7
4
4
,
6
2
2

1
0
6
,
3
5
0

1
2
,
8
5
0
,
9
7
2
特

定
財

源
1
5
,
2
7
1

一
般

財
源

9
1
,
0
7
9

 
3
戸

籍
住

民
基

本
台

2
7
8
,
5
5
8

2
7
,
4
0
9

3
0
5
,
9
6
7
特

定
財

源
1
5
,
1
7
1
1
2
委

託
料

2
7
,
4
0
9
戸

籍
情

報
・

住
民

基
本

台
帳

シ
ス

テ
ム

2
7
,
4
0
9

帳
費

改
修

事
業

費

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

1
5
,
1
7
1

一
般

財
源

1
2
,
2
3
8

 
5
企

画
振

興
費

7
,
7
5
9
,
7
6
6

7
2
,
7
1
0

7
,
8
3
2
,
4
7
6
特

定
財

源
1
0
0
1
8
負

担
金

補
助

7
2
,
6
1
0
公

共
交

通
活

性
化

事
業

費
7
2
,
6
1
0

及
び

交
付

金
生

活
交

通
バ

ス
路

線
運

行
維

持
対

7
2
,
6
1
0
 
 
 
 

[
内

訳
]

2
4
積

立
金

1
0
0

策
補

助
金

寄
附

金
地

域
振

興
基

金
積

立
金

1
0
0

1
0
0

一
般

財
源

7
2
,
6
1
0

 
9
諸

費
7
2
8
,
7
1
2

6
,
2
3
1

7
3
4
,
9
4
3
一

般
財

源
6
,
2
3
1
2
2
償

還
金

利
子

6
,
2
3
1
歳

入
過

誤
納

返
還

金
6
,
2
3
1

及
び

割
引

料

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
3
民

生
費

3
3
,
3
2
9
,
1
7
7

4
3
4
,
3
1
2

3
3
,
7
6
3
,
4
8
9
特

定
財

源
3
2
5
,
4
2
4

一
般

財
源

1
0
8
,
8
8
8

 
1
社

会
福

祉
費

7
,
6
4
9
,
0
8
1

3
4
9
,
1
4
6

7
,
9
9
8
,
2
2
7
特

定
財

源
2
6
1
,
5
6
0

一
般

財
源

8
7
,
5
8
6

 
1
総

務
費

4
1
3
,
9
7
0

2
0
0

4
1
4
,
1
7
0
特

定
財

源
2
0
0
2
4
積

立
金

2
0
0
福

祉
基

金
積

立
金

2
0
0

[
内

訳
]

寄
附

金

2
0
0

 
2
自

立
支

援
給

付
費

7
,
0
1
4
,
9
8
8

3
4
8
,
9
4
6

7
,
3
6
3
,
9
3
4
特

定
財

源
2
6
1
,
3
6
0

1
1
役

務
費

4
6
5
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

3
4
8
,
9
4
6

1
9
扶

助
費

3
4
8
,
4
8
1

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

1
7
4
,
2
4
0

道
支

出
金

8
7
,
1
2
0

一
般

財
源

8
7
,
5
8
6

 
3
児

童
福

祉
費

9
,
8
4
7
,
1
9
8

8
5
,
1
6
6

9
,
9
3
2
,
3
6
4
特

定
財

源
6
3
,
8
6
4

一
般

財
源

2
1
,
3
0
2

 
1
総

務
費

5
,
2
8
6
,
2
8
8

8
5
,
1
6
6

5
,
3
7
1
,
4
5
4
特

定
財

源
6
3
,
8
6
4
1
1
役

務
費

1
3
障

害
児

通
所

給
付

費
8
5
,
1
6
6

1
9
扶

助
費

8
5
,
1
5
3

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

4
2
,
5
7
6

道
支

出
金

2
1
,
2
8
8

一
般

財
源

2
1
,
3
0
2

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
4
衛

生
費

6
,
0
3
5
,
9
9
2

0
6
,
0
3
5
,
9
9
2
特

定
財

源
9
1
0

一
般

財
源

△
9
1
0

 
2
清

掃
費

4
,
2
0
5
,
8
4
4

0
4
,
2
0
5
,
8
4
4
特

定
財

源
9
1
0

一
般

財
源

△
9
1
0

 
1
総

務
費

9
0
2
,
3
7
8

0
9
0
2
,
3
7
8
特

定
財

源
9
1
0

[
内

訳
]

市
債

9
1
0

一
般

財
源

△
9
1
0

説
明

区
分

金
額

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
6
農

林
水

産
業

費
1
,
3
4
3
,
2
5
7

7
,
5
8
3

1
,
3
5
0
,
8
4
0
特

定
財

源
4
,
0
9
2

一
般

財
源

3
,
4
9
1

 
1
農

業
費

8
5
5
,
8
9
7

9
4

8
5
5
,
9
9
1
特

定
財

源
9
2

一
般

財
源

2

 
2
農

業
振

興
費

4
1
6
,
9
5
7

9
0

4
1
7
,
0
4
7
特

定
財

源
9
0
1
8
負

担
金

補
助

9
0
施

設
園

芸
生

産
基

盤
緊

急
支

援
事

業
費

9
0

及
び

交
付

金

[
内

訳
]

道
支

出
金

9
0

 
3
畜

産
業

費
3
2
2
,
9
8
8

4
3
2
2
,
9
9
2
特

定
財

源
2
1
8
負

担
金

補
助

4
大

家
畜

特
別

支
援

資
金

利
子

補
給

費
4

及
び

交
付

金

[
内

訳
]

道
支

出
金

2

一
般

財
源

2

 
3
水

産
業

費
1
1
0
,
7
7
8

7
,
4
8
9

1
1
8
,
2
6
7
特

定
財

源
4
,
0
0
0

一
般

財
源

3
,
4
8
9

 
2
振

興
費

8
5
,
9
6
5

7
,
4
8
9

9
3
,
4
5
4
特

定
財

源
4
,
0
0
0
1
8
負

担
金

補
助

7
,
4
8
9
漁

業
経

営
改

善
等

事
業

費
4
,
0
0
0

及
び

交
付

金
赤

潮
対

策
支

援
事

業
費

3
,
4
8
9

[
内

訳
]

道
支

出
金

4
,
0
0
0

一
般

財
源

3
,
4
8
9

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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款
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項

目

 
7
商

工
費

3
,
9
5
0
,
7
1
8

2
,
0
0
0

3
,
9
5
2
,
7
1
8
特

定
財

源
2
,
0
0
0

 
1
商

工
費

3
,
9
5
0
,
7
1
8

2
,
0
0
0

3
,
9
5
2
,
7
1
8
特

定
財

源
2
,
0
0
0

 
1
商

業
振

興
費

2
,
8
0
3
,
4
3
1

2
,
0
0
0

2
,
8
0
5
,
4
3
1
特

定
財

源
2
,
0
0
0
2
4
積

立
金

2
,
0
0
0
中

小
企

業
活

性
化

基
金

積
立

金
2
,
0
0
0

[
内

訳
]

寄
附

金
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千円 千円 千円

3

10

11

12

13

18

27

国庫補助金

雑 入

一 般 財 源

国の繰越承認
事業として実
施する。

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項 補 正

5目

1項

2款 総 務 費

総 務 管 理 費

企 画 振 興 費

0

0

3,851

23,373

23,180

570

繰 越 金 額

補 正 前 補 正 後

754,752

754,752

701,580

0

2,198物 価 高 騰 対 応 職 員 手 当 等 4,724 473

重点支援地方創生

臨 時 交 付 金 事 業 需 用 費 1,499

事 業 名
関 係 予 算

繰り越しの事由
節 金 額

137,506

7,202

役 務 費 44,655 8,202

委 託 料

298,400

570使 用 料 及 び

賃 借 料

負 担 金 補 助

及 び 交 付 金

繰 出 金

財 源 内 訳

3,555,259 616,250

計 3,643,468

5,850

226

600,000

0

3,150,411

25,300 0

62,909 0

616,250
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戸籍住民基本台帳費

千円 千円

12

一 般 財 源 14,033 12,238

財 源 内 訳

国庫補助金 15,171 15,171

委 託 料 29,204 27,409

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

2款 総 務 費

1項 総 務 管 理 費

3目

戸籍情報・住民基本台帳

シ ス テ ム 改 修 事 業

国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額
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千円 千円

7

11

12

13

18

9,247

財 源 内 訳

国庫負担金 206,784 10,755

国庫補助金 379,872

計 586,656 20,002

負 担 金 補 助 57,552 0

及 び 交 付 金

使 用 料 及 び 1,320 0

賃 借 料

委 託 料 469,844 19,802

役 務 費 2,500 200

国の繰越承認事業
として実施する。ワ ク チ ン 接 種 事 業

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

4款 衛 生 費

1項 保 健 衛 生 費

2目 予 防 費

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 報 償 費 55,440 0
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千円 千円

18施 設 園 芸 生 産 基 盤

緊 急 支 援 事 業

国の繰越承認事業
として実施する。

財 源 内 訳 道 補 助 金 90 90

負 担 金 補 助 90 90

及 び 交 付 金

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

6款 農 林 水 産 業 費

1項 農 業 費

2目 農 業 振 興 費
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千円 千円

3

8

10

11

12

13

14

15

17

18

26

市 債 646,300 35,900

一 般 財 源 71,214 100

財 源 内 訳

国庫補助金 247,542 48,000

計 965,056 84,000

公 課 費 9 0

負 担 金 補 助 73,250 0

及 び 交 付 金

備 品 購 入 費 293 0

原 材 料 費 524 0

工 事 請 負 費 727,464 80,000

使 用 料 及 び 1,667 522

賃 借 料

委 託 料 149,540 0

役 務 費 110 0

旅 費 2,335 102

需 用 費 4,764 1,876

国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

8款 土 木 費

2項 道 路 橋 梁 費

3目 道路新設改良費

市 道 整 備 事 業 職 員 手 当 等 5,100 1,500
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千円 千円

3

8

10

11

12

13

14

18

21

市 債 1,144,500 168,400

一 般 財 源 53,840 100

財 源 内 訳

国庫補助金 867,053 168,500

計 2,065,393 337,000

補 償 補 填 23,400 0

及 び 賠 償 金

負 担 金 補 助 26,732 0

及 び 交 付 金

工 事 請 負 費 1,928,939 337,000

使 用 料 及 び 2,042 0

賃 借 料

委 託 料 80,459 0

役 務 費 105 0

旅 費 613 0

需 用 費 1,623 0

国の繰越承認事業
として実施する。

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

8款 土 木 費

6項 住 宅 費

2目 建 設 費

公 営 住 宅 等 建 設 事 業 職 員 手 当 等 1,480 0
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千円 千円

18国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金 国の繰越承認事業
として実施する。

一 般 財 源 150 100

財 源 内 訳

市 債 993,000 226,700

負 担 金 補 助 993,150 226,800

及 び 交 付 金

事 業 名
関 係 予 算

繰 越 金 額 繰り越しの事由
節 金 額

繰 越 明 許 費 に 関 す る 事 項

9款 港 湾 費

1項 港 湾 費

2目 建 設 費
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議案第４１号 

 

令和５年度釧路市国民健康保険特別会計補正予算 

 

令和５年度釧路市の国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 国民健康保険収入 16,817,797 0 16,817,797

1 国 民 健 康 保 険 料 2,500,418 △ 131,638 2,368,780

5 繰 入 金 1,759,061 131,638 1,890,699

16,817,797 0 16,817,797

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

1

5

16,817,797歳 入 合 計

繰 入 金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

△ 131,638 2,368,780

1,890,699

0

1,759,061

国 民 健 康 保 険 料 2,500,418

16,817,797

131,638
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議案第４２号 

 

令和５年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和５年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１０千円を追加し、歳入

歳出それぞれ４５６,６１４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

- 125 -



- 126 -



　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動物園事業収入 456,004 610 456,614

4 寄 附 金 3,401 610 4,011

456,004 610 456,614

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 456,004 610 456,614

1 事 業 費 437,173 610 437,783

456,004 610 456,614

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 437,173 610 437,783 0 0 610 0

456,004 610 456,614 0 0 610 0

610

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

610

一般財源

456,614

国道支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

寄 附 金

市 債

4,0113,401

歳 出 合 計

456,004歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
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金

額
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議案第４３号 

 

令和５年度釧路市病院事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度釧路市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（資本的収入及び支出） 

第２条 令和５年度釧路市病院事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び

支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額） （  計  ） 

収              入 

第１款 資 本 的 収 入   922,831千円   1,050千円    923,881千円 

第３項 寄 附 金      1千円   1,050千円      1,051千円 

支              出 

第１款 資 本 的 支 出  1,825,015千円   1,050千円   1,826,065千円 

第４項 基金積立金      10千円   1,050千円      1,060千円 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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収
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金
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（
間

接
法

に
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り
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に

よ
る

キ
ャ
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・
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損

失
）

減
価

償
却

費

固
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損
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付
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△
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学
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△
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収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

貯
蔵

品
の

増
減

額
（
△
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△
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△
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△
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△
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よ
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固
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記 Ⅰ
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産
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概
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て

は
、

一
般

会
計

が
そ

の
全

部
を

負
担

す
有

形
固

定
資

産
及

び
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
計

上
し

て
い

な
い

。
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
(３

)
賞

与
引

当
金

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

 高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

（
単

位
　

千
円

）
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

(４
)

法
定

福
利

費
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
高

等
看

護
学

院
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
一

般
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

他
会

計
繰

入
金

４
消

費
税

等
の

会
計

処
理

減
価

償
却

費
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

な
お

、
控

除
対

象
外

消
費

税
特

別
利

益
等

に
つ

い
て

は
、

当
事

業
年

度
の

費
用

と
し

て
処

理
し

て
い

る
。

 た
だ

し
、

固
定

資
産

に
係

る
控

除
対

象
特

別
損

失
外

消
費

税
等

に
つ

い
て

は
、

長
期

前
払

消
費

税
勘

定
に

計
上

し
、

償
却

を
行

っ
て

い
る

。
有

形
固

定
資

産
及

び
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

Ⅳ
そ

の
他

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

１
貸

倒
引

当
金

の
取

り
崩

し
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
「
病

院
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

た
め

貸
倒

引
当

金
9
,2

9
5
千

円
を

取
り

崩
す

。
負

担
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
4
,7

2
1
,5

5
1
千

円
で

あ
る

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

3
8
6
,5

0
4
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
4
4
1
,4

7
9
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

8
3
,0

8
1
千

円
を

取
り

崩
す

。

1
7
,8

5
9
,8

8
2

0
1
7
,8

5
9
,8

8
2

事
業

区
分

事
業

の
内

容
市

立
釧

路
総

合
病

院
高

等
看

護
学

院

市
立

釧
路

総
合

病
院

高
等

看
護

学
院

合
　

計
1
5
,8

1
0
,1

6
9

0
1
5
,8

1
0
,1

6
9

△
 2

,0
4
9
,7

1
3

0
△

 2
,0

4
9
,7

1
3

2
2
3
,7

9
3

1
,3

3
6

2
2
5
,1

2
9

2
1
,1

2
8
,7

4
6

0
2
1
,1

2
8
,7

4
6

1
6
,5

6
2
,0

2
7

0
1
6
,5

6
2
,0

2
7

1
,4

1
2
,3

4
3

6
6
,0

2
8

1
,4

7
8
,3

7
1

1
,2

2
7
,8

3
3

0
1
,2

2
7
,8

3
3

1
0
1
,3

7
0

0
1
0
1
,3

7
0

1
5
3
,7

7
5

0
1
5
3
,7

7
5

5
1
7
,3

4
4

0
5
1
7
,3

4
4

市
立

釧
路

総
合

病
院

高
等

看
護

学
院

合
　

計
1
9
,4

2
9
,4

4
1

0
1
9
,4

2
9
,4

4
1

1
5
,9

9
2
,4

6
2

0
1
5
,9

9
2
,4

6
2

1
,3

8
0
,0

0
0

7
6
,1

5
5

1
,4

5
6
,1

5
5

1
,3

4
6
,0

6
3

0
1
,3

4
6
,0

6
3

△
 5

4
6
,4

8
3

0
△

 5
4
6
,4

8
3

1
2
0
,0

0
1

0
1
2
0
,0

0
1

1
9
8
,2

0
9

0
1
9
8
,2

0
9
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議案第４４号 

 

令和５年度釧路市水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度釧路市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和５年度釧路市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（４）主要な建設改良事業 

ア 管 路 布 設    ９，８４１ｍ 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「３，０３１，１０２千円」を「３，２９

１，２１９千円」に、「３８８，４７２千円」を「６４８，５８９千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収                入 

第１款 資 本 的 収 入  5,823,398千円 1,356,300千円  7,179,698千円 

第１項 企 業 債 4,396,600千円 1,040,100千円 5,436,700千円 

  第５項 国 庫 補 助 金 1,276,738千円  316,200千円 1,592,938千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出 8,854,500千円 1,616,417千円 10,470,917千円 

第１項 建 設 改 良 費 7,255,723千円 1,616,417千円 8,872,140千円 

（継続費） 

第４条 既定の継続費の年割額を、次のとおり補正する。 
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区 分 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

     
千円

平成27 

千円

23,760

変 
 

 
 

 
 

 

更 

補
正
前 

１ 

資
本
的
支
出 

１ 

建
設
改
良
費 

愛 国 浄 水 場

浄 水 施 設

プ ラ ン ト 設 備

工 事 監 理 業 務

平成28 10,800

平成29 3,400

平成30 6,800

令和元 3,000

83,160
令和２ 7,300

令和３ 3,800

令和４ 5,900

令和５ 7,400

令和６ 5,900

令和７ 5,100

補
正
後 

平成27 23,760

平成28 10,800

平成29 3,400

平成30 6,800

令和元 3,000

83,160
令和２ 7,300

令和３ 3,800

令和４ 5,900

令和５ 7,400

令和６ 4,300

令和７ 4,300

    令和８ 2,400

 （債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を、次のとおり補正する。 
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区 分 事   項 期   間 限 度 額 

追 加 配水管整備事業費 令和６年度 180,785千円

２ 既定の債務負担行為をすることができる期間及び限度額を、次のとおり

補正する。 

区 分 事   項 期   間 限 度 額 

変 

 

更 

補正前 
愛国浄水場浄水施設 

更新事業費 

平成27年度から 

令和27年度まで 
14,129,023千円

補正後 
平成27年度から 

令和28年度まで 
14,391,923千円

（企業債） 

第６条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
上 水 道 配 水 管

整 備 事 業 費

千円

1,383,700

千円 

1,040,100 

千円

2,423,800

計 4,396,600 1,040,100 5,436,700

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
　

　
　

入
（単

位
　

千
円

）

1

1

1
上

水
道

配
水

管
整

備
事

業
費

5

1
老

朽
配

水
管

更
新

支
　

　
　

出
（単

位
　

千
円

）

1

1

3
配

水
管

更
新

等
（
φ

5
0
～

φ
7
0
0
）

延
長

 3
,2

9
0
m

設
計

委
託

等

資
本

的
支

出
8
,8

5
4
,5

0
0

1
,6

1
6
,4

1
7

事
業

費

国
庫

補
助

金

国
庫

補
助

金
1
,2

7
6
,7

3
8

3
1
6
,2

0
0

1
,2

7
6
,7

3
8

3
1
6
,2

0
0

建
設

改
良

費
7
,2

5
5
,7

2
3

1
,6

1
6
,4

1
7

配
水

管
整

備
2
,1

2
8
,3

1
5

1
,6

1
6
,4

1
7

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額

企
業

債
4
,3

9
6
,6

0
0

令
和

５
年

度
釧

路
市

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

実
施

計
画

1
,0

4
0
,1

0
0

5
,4

3
6
,7

0
0

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

資
本

的
収

入

企
業

債

1
,0

4
0
,1

0
0

5
,4

3
6
,7

0
0

1
,0

4
0
,1

0
0

備
考

5
,8

2
3
,3

9
8

1
,3

5
6
,3

0
0

7
,1

7
9
,6

9
8

4
,3

9
6
,6

0
0

1
6
,1

7
0

備
考

1
,6

0
0
,2

4
7

1
,5

9
2
,9

3
8

1
,5

9
2
,9

3
8

3
1
6
,2

0
0

8
,8

7
2
,1

4
0

3
,7

4
4
,7

3
2

1
0
,4

7
0
,9

1
7

計
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

％

2
,9

7
0

2
,9

7
0

－

令
２

7
,3

0
0

0

令
元

3
,0

0
0

0
0

0
3
,0

0
0

0
0

7
,3

0
0

令
３

3
,8

0
0

0
0

0
3
,8

0
0

3
,7

8
0

3
,7

8
0

－

6
,9

6
6

6
,9

6
6

－

3
,7

8
0

－
4
.5

8
.9

－

1
0
.1

8
,3

8
4

－ －

－
8
,3

8
4

継
続

費
に

関
す

る
調

書
補

正

区
分

款
項

事
業

名

全
体

計
画

前
前

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
(

見
込

)
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額

当
該

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

継
続

費
の

総
額

に
対

す
る

進
捗

率
年

度
年

割
額

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金

1
0
,2

6
0

－

－

平
２

８
1
0
,8

0
0

0
0

0
1
0
,8

0
0

3
,2

4
0

－
3
,2

4
0

6
,8

0
0

6
,4

8
0

5
,9

0
0

令
６

5
,9

0
0

0
0

0
5
,9

0
0

5
,1

0
0

0
0

0
5
,1

0
0

8
3
,1

6
0

0
0

補 　 　 　 正 　 　 　 前

平
２

７
2
3
,7

6
0

0
2
2
,6

8
0

－
2
7
.3

0
0

2
3
,7

6
0

2
2
,6

8
0

2
2
,6

8
0

－

平
２

９
3
,4

0
0

0
0

0
3
,4

0
0

3
,2

4
0

1
0
,2

6
0

－
1
0
,2

6
0

－
1
2
.3

6
,4

8
0

－
7
.8

－

3
.9

6
,4

8
0

6
,9

6
6

－
8
.4

2
,9

7
0

－
3
.6

7
,4

0
0

－
－

7
.1

7
,4

0
0

－

－
5
,9

0
0

－ －

1
0
0
.0

6
4
,7

6
0

7
,4

0
0

7
2
,1

6
0

1
1
,0

0
0

－
－

－
5
,1

0
0

6
.1

5
6
,3

7
6

0
0

令
５

7
,4

0
0

0
0

0
7
,4

0
0

変 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 更

１ 　 　 資 　 　 本 　 　 的 　 　 支 　 　 出

１ 　 　 建 　 　 設 　 　 改 　 　 良 　 　 費

愛
国

浄
水

場
浄

水
施

設
プ

ラ
ン

ト
設

備
工

事
監

理
業

務

令
７

令
４

計
8
3
,1

6
0

0

平
３

０
6
,8

0
0

0

5
,9

0
0

0
0

0
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

％

区
分

款
項

事
業

名

全
体

計
画

前
前

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
(

見
込

)
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額

当
該

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

継
続

費
の

総
額

に
対

す
る

進
捗

率
年

度
年

割
額

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金

令
７

4
,3

0
0

0
0

0
4
,3

0
0

－
－

－
－

4
,3

0
0

5
.2

－
2
,4

0
0

2
.9

計
8
3
,1

6
0

0
0

0
8
3
,1

6
0

5
6
,3

7
6

6
2
,0

4
6

1
0
,1

1
4

7
2
,1

6
0

1
1
,0

0
0

1
0
0
.0

令
８

2
,4

0
0

0
0

令
５

0
2
,4

0
0

－
－

－

変 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 更

補 　 　 　 正 　 　 　 後

１ 　 　 資 　 　 本 　 　 的 　 　 支 　 　 出

１ 　 　 建 　 　 設 　 　 改 　 　 良 　 　 費

愛
国

浄
水

場
浄

水
施

設
プ

ラ
ン

ト
設

備
工

事
監

理
業

務

平
３

０
6
,8

0
0

0
0

0
6
,8

0
0

6
,4

8
0

平
２

９
3
,4

0
0

0

6
,4

8
0

－

令
元

令
６

4
,3

0
0

0
0

0
4
,3

0
0

－
－

－
－

4
,3

0
0

5
.2

1
0
,1

1
4

1
0
,1

1
4

2
7
.3

－
1
0
,2

6
0

－
1
2
.3

3
,2

4
0

3
,2

4
0

0
0

3
,4

0
0

1
0
,2

6
0

1
0
,2

6
0

2
2
,6

8
0

2
2
,6

8
0

6
,4

8
0

－
7
.8

－
3
,2

4
0

－
3
.9

平
２

７
2
3
,7

6
0

0
0

0
－

2
2
,6

8
0

－

平
２

８
1
0
,8

0
0

0
0

0
1
0
,8

0
0

2
3
,7

6
0

－
2
,9

7
0

－
3
.6

0
0

0
3
,0

0
0

2
,9

7
0

2
,9

7
0

令
２

7
,3

0
0

0
0

0
7
,3

0
0

6
,9

6
6

6
,9

6
6

3
,0

0
0

－

5
,9

0
0

0
0

0
5
,9

0
0

－

3
,7

8
0

3
,7

8
0

－
6
.8

－
4
.5

－
8
.4

6
,9

6
6

令
３

3
,8

0
0

0
0

0
3
,8

0
0

5
,6

7
0

－
5
,6

7
0

－
3
,7

8
0

令
４

7
,4

0
0

0
0

0
7
,4

0
0

－
－

－
1
2
.1
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補 正 後 補 正 前 補 正 後 補 正 前 補 正 後

－
－

－
令

6
1
8
0
,7

8
5

1
4
4
,6

0
0

0
0

3
6
,1

8
5

変 更

追 加

配
水

管
整

備
事

業
費

配
水

管
整

備
事

業
費

18
0,

78
5

18
0,

78
5

－
－

－

千
円

補 正 前

千
円

千
円

14
,1

29
,0

23
14

,1
29

,0
23

14
,3

91
,9

23
14

,3
91

,9
23

－

補 正 後
18

,0
99

,0
22

17
,3

12
,7

40

補 正 前
合

　
　

　
　

計

52
,3

38
5
2
,3

3
8

3
5
,8

0
0

1,
16

5,
38

7

32
7,

96
5

－
－

－
－

令
6
～

令
7

3
2
7
,9

6
5

－
－

4
,4

7
1
,8

0
4

5
,0

9
4
,2

3
70

4
,4

7
1
,9

0
4

1
,2

5
9
,0

0
0

債
務

負
担

行
為

に
関

す
る

調
書

補
正

令
6

2
5
8
,6

0
0

8
6
,6

3
9

0
0

5
5
,1

9
6

8
,9

7
0

2
2
1
,0

0
0

0

32
7,

96
5

区 　 分
事

　
　

　
項

限
度

額
負

担
額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
左

の
財

源
内

訳
翌

年
度

以
降

の
支

払
義

務
発

生
予

定
額

1,
16

5,
38

7

75
5,

38
7

2
,1

7
0
,9

0
0

6
4
,7

6
1

5
,0

1
9
,5

3
5

千
円

千
円

千
円

出
資

金

千
円

千
円

左
の

財
源

内
訳

期
間

金
額

企
業

債
国

庫
補

助
金

給
水

収
益

等
国

庫
補

助
金

給
水

収
益

等
期

間
金

額
金

額
企

業
債

千
円

千
円

千
円

千
円

17
,6

55
,3

37
17

,5
54

,6
82

－
－

3,
96

2,
00

8
2,

94
3,

32
9

1,
83

8,
80

0
59

5,
89

8
50

8
,6

3
1

1
,7

7
0
,0

0
0

11
5
,4

8
9

令
6
～

令
2
7

令
6
～

令
2
8

1
,9

7
3
,1

0
0

1
,1

9
4
,0

0
0

愛
国

浄
水

場
浄

水
施

設
更

新
事

業
費

3,
04

9,
52

1

0
75

5,
38

7
46

1,
50

0
17

8,
39

8

9
,4

0
8
,9

0
4

4
1
0
,0

0
0

平
27

～
令

4

－

41
7,

50
0

9
8

9
,6

7
1
,8

0
4 0

1,
25

3,
00

0
1,

67
0,

59
8

1
0
,4

0
7
,4

0
3

2
,3

5
1
,3

0
0

1
,2

6
6
,5

6
8

1
0
,6

4
9
,3

4
5

2
,4

5
2
,7

0
0

1
,7

7
0
,0

0
0

1
,3

3
2
,4

0
8

5
1
,7

6
9

7
,5

6
8

- 146 -



（単
位

　
千

円
）

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

資
本

合
計

2
1
,7
7
8
,7
0
0

負
債

資
本

合
計

6
2
,2
7
6
,4
7
9

8
7
0
,0

0
0

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
1
,8

7
8
,6

9
4

利
益

剰
余

金
合

計
3
,1

2
4
,1

2
6

剰
余

金
合

計

引
当

金
合

計
49

8,
36

1

固
定

負
債

合
計

2
5
,7
7
4
,1
5
7

建
設

改
良

積
立

金

3
,1
5
4
,3
5
3

減
債

積
立

金
3
7
5
,4

3
2

企
業

債
合

計
25

,2
75

,7
96

資
本

剰
余

金
合

計
3
0
,2

2
7

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金
49

8,
36

1
利

益
剰

余
金

企
業

債
資

本
剰

余
金

25
,2

75
,7

96
受

贈
財

産
評

価
額

1
1
,7

2
7

寄
附

金
1
8
,5

0
0

資
本

の
部

負
債

の
部

資
本

金
1
8
,6
2
4
,3
4
7

固
定

負
債

剰
余

金

流
動

資
産

合
計

5
,5
8
5
,1
1
7

資
産

合
計

6
2
,2
7
6
,4
7
9

貸
倒

引
当

金
△

 4
8,

90
0

3,
03

9,
83

5
繰

延
収

益
合

計
9
,6
2
4
,5
3
4

貯
蔵

品
20

0,
54

5
負

債
合

計
4
0
,4
9
7
,7
7
9

現
金

預
金

2,
34

4,
73

7
長

期
前

受
金

1
6
,2

3
1
,2

7
7

未
収

金
3,

08
8,

73
5

収
益

化
累

計
額

△
 6

,6
0
6
,7

4
3

固
定

資
産

合
計

5
6
,6
9
1
,3
6
2

流
動

負
債

合
計

5
,0
9
9
,0
8
8

流
動

資
産

繰
延

収
益

出
資

金
3,

02
7

引
当

金
合

計
4
8
,6

1
2

4,
37

7
預

り
金

2
1
1
,5

0
0

投
資

そ
の

他
の

資
産

賞
与

引
当

金
4
1
,1

0
4

投
資

有
価

証
券

1,
35

0
法

定
福

利
費

引
当

金
7
,5

0
8

電
話

加
入

権
2,

68
9

未
払

金
3
,2

4
4
,7

0
2

無
形

固
定

資
産

合
計

2,
68

9
引

当
金

1
,5

9
4
,2

7
4

有
形

固
定

資
産

合
計

56
,6

84
,2

96

無
形

固
定

資
産

企
業

債
合

計
1
,5

9
4
,2

7
4

有
形

固
定

資
産

10
0,

12
4,

08
4

企
業

債

減
価

償
却

累
計

額
△

 4
3,

43
9,

78
8

56
,6

84
,2

96

令
和

５
年

度
釧

路
市

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
補

正

（
令
和
６
年
３
月
３
１
日
）

資
産

の
部

固
定

資
産

流
動

負
債
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
有

価
証

券
の

評
価

基
準

及
び

評
価

方
法

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

そ
の

他
有

価
証

券
　

移
動

平
均

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

水
道

事
業

会
計

は
、

上
水

道
事

業
及

び
簡

易
水

道
事

業
を

運
営

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
２

つ
を

２
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
貯

蔵
品

　
先

入
先

出
法

に
よ

る
原

価
法

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
３

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

　
水

道
事

業
の

う
ち

、
簡

易
水

道
事

業
以

外
の

、
計

画
給

水
人

口
が

5
,0

0
0
人

を
超

え
る

水
道

・
減

価
償

却
の

方
法

事
業

。
釧

路
市

街
地

区
の

水
道

事
業

（
釧

路
町

域
を

含
む

。
）

定
額

法
に

よ
る

。
　

計
画

給
水

人
口

が
5
,0

0
0
人

以
下

の
水

道
事

業
。

計
画

給
水

人
口

の
規

模
が

小
さ

い
も

の
。

・
主

な
耐

用
年

数
山

花
・
阿

寒
・
飽

別
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
簡

易
水

道
事

業
(二

俣
飲

用
水

事
業

含
む

。
)

建
物

1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
8
年

前
年

度
（
自

　
令

和
４

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

５
年

３
月

３
１

日
）

機
械

及
び

装
置

 8
～

1
7
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
運

搬
具

 3
～

6
年

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 3

～
1
5
年

営
業

収
益

(２
)

無
形

固
定

資
産

営
業

費
用

・
減

価
償

却
の

方
法

営
業

損
益

定
額

法
に

よ
る

。
経

常
損

益
４

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
(１

)
貸

倒
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
債

権
の

不
納

欠
損

に
よ

る
損

失
に

備
え

る
た

め
、

貸
倒

実
績

率
等

に
よ

る
回

収
不

能
見

込
み

額
を

そ
の

他
の

項
目

計
上

し
て

い
る

。
他

会
計

繰
入

金
(２

)
退

職
給

付
引

当
金

減
価

償
却

費
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
有

形
固

定
資

産
及

び
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

(３
)

賞
与

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

（
単

位
　

千
円

）
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
負

債
５

消
費

税
等

の
会

計
処

理
そ

の
他

の
項

目
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

他
会

計
繰

入
金

減
価

償
却

費
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

有
形

固
定

資
産

及
び

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

に
償

還
予

定
の

も
の

も
含

む
。

）
の

う
ち

、
「
水

道
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
負

担
Ⅳ

そ
の

他
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
8
0
2
,5

1
2
千

円
で

あ
る

。
１

貸
倒

引
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議案第４５号 

 

令和５年度釧路市下水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和５年度釧路市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

（業務の予定量） 

第２条 令和５年度釧路市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（２）主要な建設改良事業 

ア 管 渠 布 設    １，４８８ｍ 

ウ ポ ン プ 場 整 備        ６か所 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２，４７６，５７１千円」を「２，５３

５，０７１千円」に、「５８７，５７３千円」を「６４６，０７３千円」

に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  1,348,888千円   756,500千円 2,105,388千円 

第１項 企 業 債  857,100千円   350,300千円 1,207,400千円 

第２項 国 庫 補 助 金  468,400千円   406,200千円  874,600千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  3,825,459千円   815,000千円 4,640,459千円 

第１項 建 設 改 良 費 1,515,517千円   815,000千円 2,330,517千円 

第４条 予算第９条を第１０条とし、第５条から第８条までを１条ずつ繰り

下げ、第４条の次に次の１条を加える。 

  （債務負担行為） 
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 第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

事   項 期   間 限 度 額 

下水終末処理場維持補修費 令和６年度 22,154千円

下水道築造事業費 令和６年度 142,000千円

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
下 水 道 建 設

事 業 費

千円

857,100

千円 

350,300 

千円

1,207,400

計 857,100 350,300 1,207,400

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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と
し

て
市

街
地

に
お

け
る

下
水

を
排

除
し

、
・

減
価

償
却

の
方

法
又

は
処

理
す

る
た

め
に

市
が

管
理

す
る

下
水

道
。

古
川

・
白

樺
・
大

楽
毛

処
理

区
定

額
法

に
よ

る
。

都
市

計
画

区
域

以
外

の
区

域
に

お
い

て
執

行
す

る
も

の
。

市
街

化
区

域
以

外
の

人
口

・
主

な
耐

用
年

数
集

中
地

域
で

水
環

境
の

保
全

が
必

要
な

地
域

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

下
水

道
。

阿
建

物
6
～

5
0
年

寒
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
処

理
区

構
築

物
1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
機

械
及

び
装

置
6
～

2
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
４

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

５
年

３
月

３
１

日
）

車
両

運
搬

具
3
～

5
年

（
単

位
　

千
円

）
工

具
、

器
具

及
び

備
品

3
～

1
5
年

２
引

当
金

の
計

上
方

法
（
１

）
貸

倒
引

当
金

営
業

収
益

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
貸

倒
実

績
率

等
に

よ
る

回
収

不
能

見
込

み
額

を
営

業
費

用
計

上
し

て
い

る
。

営
業

損
益

（
２

）
退

職
給

付
引

当
金

経
常

損
益

職
員

の
退

職
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
退

職
手

当
の

要
支

給
額

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
（
３

）
賞

与
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

他
会

計
繰

入
金

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

減
価

償
却

費
（
４

）
法

定
福

利
費

引
当

金
特

別
損

失
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

有
形

固
定

資
産

及
び

る
支

出
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

３
消

費
税

等
の

会
計

処
理

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
当

年
度

（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

（
単

位
　

千
円

）
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
一

般
会

計
が

負
担

す
る

と
見

込
ま

れ
る

額
は

7
,4

5
9
,4

8
9
千

円
セ

グ
メ

ン
ト
負

債
で

あ
る

。
そ

の
他

の
項

目
他

会
計

繰
入

金
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

減
価

償
却

費
１

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

有
形

固
定

資
産

及
び

釧
路

市
下

水
道

事
業

会
計

は
、

公
共

下
水

道
事

業
及

び
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

を
運

営
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

２
つ

を
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
Ⅳ

そ
の

他
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

9
,2

1
4
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

1
9
,7

7
0
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
2
3
,6

8
4
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

4
,7

8
9
千

円
を

取
り

崩
す

。

公
共

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
合

　
計

公
共

下
水

道
事

業

公
共

下
水

道
事

業

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業

4
4
3
,3

3
8

4
,7

5
4
,2

1
8

5
,0

0
2
,5

5
0

7
0
2
,9

8
8

5
,7

0
5
,5

3
8

△
 6

9
1
,6

7
0

△
 2

5
9
,6

5
0

△
 9

5
1
,3

2
0

4
,3

1
0
,8

8
0

1
,0

4
7
,7

6
5

1
2
,3

6
2

1
,0

6
0
,1

2
7

7
1
,4

6
8
,2

3
3

9
,2

1
0
,7

4
7

8
0
,6

7
8
,9

8
0

5
3
,8

4
4
,2

2
6

7
,6

3
3
,8

3
4

6
1
,4

7
8
,0

6
0

1
,7

1
7
,4

0
0

3
3
2
,0

4
3

2
,0

4
9
,4

4
3

2
7
8
,3

4
8

3
2
,2

4
6

3
1
0
,5

9
4

2
,9

6
7
,0

5
3

4
1
9
,1

5
2

3
,3

8
6
,2

0
5

△
 1

,6
7
1
,1

5
6

△
 3

2
1
,0

5
7

△
 1

,9
9
2
,2

1
3

公
共

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
合

　
計

公
共

下
水

道
事

業
9
,1

4
6
,8

1
2

8
1
,4

7
0
,4

1
9

5
3
,9

8
4
,8

9
8

7
,6

0
2
,6

1
1

6
1
,5

8
7
,5

0
9

7
2
,3

2
3
,6

0
7

5
1
8
,6

7
8

4
8
,9

3
5

5
6
7
,6

1
3

1
,4

6
9
,2

5
3

3
3
9
,1

9
5

1
,8

0
8
,4

4
8

3
,0

1
6
,8

7
1

4
1
8
,8

3
2

3
,4

3
5
,7

0
3
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諮問第１号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 

 

次の者を、人権擁護委員候補者に推薦いたしたいので、議会の意見を求め

たい。 

記 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

氏   名 

 

令和６年２月２２日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（ 参 考 ）  

 

人 権 擁 護 委 員 法 抜 粋  

 

（ 委 員 の 推 薦 及 び 委 嘱 ）  

第 ６ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  市 町 村 長 は 、 法 務 大 臣 に 対 し 、 当 該 市 町 村 の 議 会 の 議 員 の 選 挙 権 を 有 す

る 住 民 で 、 人 格 識 見 高 く 、 広 く 社 会 の 実 情 に 通 じ 、 人 権 擁 護 に つ い て 理 解

の あ る 社 会 事 業 家 、 教 育 者 、 報 道 新 聞 の 業 務 に 携 わ る 者 等 及 び 弁 護 士 会 そ

の 他 婦 人 、 労 働 者 、 青 年 等 の 団 体 で あ つ て 直 接 間 接 に 人 権 の 擁 護 を 目 的 と

し 、 又 は こ れ を 支 持 す る 団 体 の 構 成 員 の 中 か ら 、 そ の 市 町 村 の 議 会 の 意 見

を 聞 い て 、 人 権 擁 護 委 員 の 候 補 者 を 推 薦 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 以 下  略 ）  
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